
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
四
号

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

内
閣
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
八
十
二

号
）
第
三
条
第
一
項
、
第
五
条
、
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
九
条
第
二
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一

条
第
一
項
、
第
十
二
条
及
び
第
十
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
法
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
害
）

第
一
条
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で

定
め
る
災
害
は
、
一
の
市
町
村
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
域
内
に
お
い
て
生
じ
た
住
居
の
被
害
が

内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
程
度
以
上
の
災
害
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
程
度
の
災
害
と
し
て
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め

る
も
の
と
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
住
居
の
被
害
の
程
度
は
、
住
居
の
被
害
が
生
じ
た
こ
と
に
よ
り

災
害
救
助
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
よ
る
救
助
（
以
下
「
救
助
」
と
い
う
。
）
を
行
う
こ
と
が

で
き
る

小
の
災
害
の
当
該
住
居
の
被
害
の
程
度
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ
て
は
な
ら
な
い
。

（
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
）

第
一
条
の
二
　
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
死
亡
者
が
死
亡
当
時
に
お
い
て
そ
の
死
亡
に

関
し
災
害
弔
慰
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
な
る
者
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
し
て
い
た
場
合
に
あ
つ
て

は
五
百
万
円
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
二
百
五
十
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
死
亡
者
が
そ
の
死
亡
に
係

る
災
害
に
関
し
既
に
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
額
か
ら
当
該
支
給
を
受
け
た

災
害
障
害
見
舞
金
の
額
を
控
除
し
た
額
と
す
る
。

（
法
第
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
）

第
二
条
　
法
第
五
条
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
当
該
死
亡
に
関
し
そ
の
者
が
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ

と
に
よ
り
支
給
さ
れ
る
給
付
金
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
給
付
金
で
内
閣
総
理
大
臣
が
定
め
る
も
の
が
支
給
さ
れ
る

場
合
と
す
る
。

（
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
）

第
二
条
の
二
　
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
障
害
者
が
当
該
災
害
に
よ
り
負
傷
し
又
は
疾

病
に
か
か
つ
た
当
時
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
し
て
い
た
場
合
に
あ
つ
て
は
二
百
五

十
万
円
と
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
あ
つ
て
は
百
二
十
五
万
円
と
す
る
。

（
準
用
）

第
二
条
の
三
　
第
二
条
の
規
定
は
、
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
の
制
限
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

て
、
同
条
中
「
法
第
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
」
と
、
「
当
該
死
亡
」
と

あ
る
の
は
「
当
該
障
害
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
害
）

第
三
条
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
災
害
は
、
当
該
市
町
村
を
そ
の
区
域
に
含
む
都
道
府
県
の

区
域
内
に
お
い
て
生
じ
た
災
害
で
救
助
が
行
わ
れ
た
も
の
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
算
定
）

第
四
条
　
法
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
所
得
の
算
定
は
、
当
該
被
害
を
受
け
た
年
の
前
年
の
所
得
（
当
該
被
害

を
一
月
か
ら
五
月
ま
で
の
間
に
受
け
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
前
前
年
の
所
得
）
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の

額
は
、
そ
の
所
得
が
生
じ
た
年
の
翌
年
の
四
月
一
日
の
属
す
る
年
度
分
の
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二

百
二
十
六
号
）
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
市
町
村
民
税
（
特
別
区
が
同
法
第
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
つ

て
課
す
る
同
法
第
五
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
税
を
含
む
。
）
に
係
る
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す

る
総
所
得
金
額
、
退
職
所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
三
条
の
三
第
五
項
に
規
定
す
る
土
地

等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
四
条
第
四
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附

則
第
三
十
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
、
同
法
附
則
第
三
十
五
条
の
四
第
四
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項

（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配

当
等
の
額
、
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
）
第
三
条
の
二
の
二
第
十
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
並
び
に
同
条
第

十
二
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
の
合
計
額
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
）

第
五
条
　
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
額
は
、
同
一
の
世
帯
に
属
す
る
者
が
一
人
で
あ
る
と
き
は

二
百
二
十
万
円
、
二
人
で
あ
る
と
き
は
四
百
三
十
万
円
、
三
人
で
あ
る
と
き
は
六
百
二
十
万
円
、
四
人
で
あ
る
と

き
は
七
百
三
十
万
円
、
五
人
以
上
で
あ
る
と
き
は
七
百
三
十
万
円
に
そ
の
世
帯
に
属
す
る
者
の
う
ち
四
人
を
除
い

た
者
一
人
に
つ
き
三
十
万
円
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
世
帯
の
住
居
が
滅
失
し
た
場
合
に
あ
つ
て

は
、
千
二
百
七
十
万
円
と
す
る
。

（
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
損
害
）

第
六
条
　
法
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
相
当
程
度
の
住
居
又
は
家
財
の
損
害
は
、
被
害
金

額
が
当
該
住
居
又
は
家
財
の
価
額
の
お
お
む
ね
三
分
の
一
以
上
で
あ
る
損
害
と
す
る
。

（
災
害
援
護
資
金
の
限
度
額
及
び
償
還
方
法
）

第
七
条
　
法
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
限
度
額
は
、
三
百
五
十
万
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
内
閣
総
理
大
臣
が
被
害

の
種
類
及
び
程
度
を
勘
案
し
て
定
め
る
場
合
は
、
二
百
七
十
万
円
、
二
百
五
十
万
円
、
百
七
十
万
円
又
は
百
五
十

万
円
と
す
る
。

２
　
法
第
十
条
第
三
項
に
規
定
す
る
償
還
期
間
は
、
十
年
と
し
、
同
項
に
規
定
す
る
据
置
期
間
は
、
そ
の
う
ち
三
年

（
内
閣
総
理
大
臣
が
被
害
の
程
度
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
五
年
）
と
す
る
。

３
　
災
害
援
護
資
金
の
償
還
は
、
年
賦
償
還
、
半
年
賦
償
還
又
は
月
賦
償
還
の
方
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

４
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
災
害
援
護
資
金
の
年
賦
償
還
、
半
年
賦
償
還
又
は
月
賦
償
還
は
、
そ
れ
ぞ
れ
元
利
均
等
償

還
の
方
法
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
は
、
い
つ
で
も
繰
上

償
還
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
一
時
償
還
）

第
八
条
　
市
町
村
は
、
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
、
偽
り
そ
の
他
不
正
な
手
段
に
よ
り
貸
付
け
を
受

け
た
と
き
、
又
は
償
還
金
の
支
払
を
怠
つ
た
と
き
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
災
害
援
護
資

金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
に
対
し
、
災
害
援
護
資
金
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
き
、
一
時
償
還
を
請
求
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

（
違
約
金
）

第
九
条
　
市
町
村
は
、
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
が
支
払
期
日
に
償
還
金
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
一

時
償
還
す
べ
き
金
額
を
支
払
わ
な
か
つ
た
と
き
は
、
延
滞
元
利
金
額
に
つ
き
、
年
五
パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
も
つ

て
、
支
払
期
日
の
翌
日
か
ら
支
払
当
日
ま
で
の
日
数
に
よ
り
計
算
し
た
違
約
金
を
徴
収
す
る
。
た
だ
し
、
当
該
支

払
期
日
に
支
払
わ
な
い
こ
と
に
つ
き
、
災
害
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。

（
都
道
府
県
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
）

第
十
条
　
法
第
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
期
間
は
、
十
一
年
と
す
る
。

（
国
の
貸
付
金
の
償
還
期
間
）

第
十
一
条
　
法
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
償
還
期
間
は
、
十
二
年
（
指
定
都
市
に
対
す
る
貸
付
金
に
あ
つ
て

は
、
十
一
年
）
と
す
る
。

（
償
還
金
の
支
払
猶
予
）

第
十
二
条
　
法
第
十
三
条
第
一
項
の
政
令
で
定
め
る
や
む
を
得
な
い
理
由
は
、
盗
難
、
疾
病
、
負
傷
そ
の
他
市
町
村

が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
事
情
が
あ
る
こ
と
と
す
る
。

（
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
方
法
）

第
十
三
条
　
法
第
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
貸
付
金
の
償
還
は
、
毎
年
度
四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
償

還
を
受
け
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
毎
年
度
十
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
償
還
を
受
け
た
金
額
に
つ
い
て
は
、
翌
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
に
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
期
間
ご
と
に

と
り
ま
と
め
て
行
う
も
の
と
す
る
。

附
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１
　
こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
昭
和
四
十
九
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
係
る
法
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
府
県
の
貸
付
金
（
次
項
第
一
号
に
お
い
て

「
府
県
の
貸
付
金
」
と
い
う
。
）
に
係
る
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
七
十
一
条

の
六
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
市
町
（
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

五
十
二
条
の
十
九
第
一
項
の
指
定
都
市
（
次
項
に
お
い
て
「
指
定
都
市
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
が
法
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
を
猶
予
し
た
と
き
は
、
同
令
第
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
第
五
号
に
該
当

す
る
も
の
と
み
な
す
。

３
　
阪
神
・
淡
路
大
震
災
に
係
る
法
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
国
の
貸
付
金
に
係
る
国
の
債
権
の
管
理
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
第
六
号
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
し
、
か
つ
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
国
の
貸
付
金

の
償
還
期
限
の
延
長
に
つ
い
て
は
、
同
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
は
、
適
用
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

一
　
府
県
が
、
市
町
（
指
定
都
市
を
除
く
。
）
に
対
し
、
地
方
自
治
法
施
行
令
第
百
七
十
一
条
の
六
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
府
県
の
貸
付
金
の
償
還
期
限
を
延
長
し
た
と
き
。

二
　
指
定
都
市
が
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
を
猶
予
し
た
と
き
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
一
月
二
三
日
政
令
第
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
〇
年
六
月
三
日
政
令
第
一
七
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
年
六
月
一
日

以
後
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
三
年
七
月
三
日
政
令
第
二
七
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
三
年
六
月
一
日
以
後
に
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
四
年
六
月
一
九
日
政
令
第
一
八
三
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
四
年
六
月
一
日
以
後
に
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
五
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
一
四
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
五
年
六
月
一
日
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
四
月
一
〇
日
政
令
第
一
二
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
一
条
の
二
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
五
年
十
二
月
十
四
日

以
後
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
改
正
後
の
第
七

条
第
一
項
の
規
定
は
当
該
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
六
年
六
月
一
六
日
政
令
第
二
三
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
六
年
六
月
一
日
以
後
に
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一
五
六
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
七
年
六
月
一
日
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
七
年
八
月
一
四
日
政
令
第
二
二
三
号
）
　
抄

１
　
こ
の
政
令
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
及
び
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
七
年
八
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
二
条
の
二
及
び
第
二
条
の
三
の
規
定

は
、
同
年
七
月
十
日
以
後
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
つ
た
住
民
に
対
す
る
災
害
障
害
見
舞

金
の
支
給
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
八
年
七
月
一
日
政
令
第
一
四
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
五
十
八
年
六
月
一
日
以
後
に
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
五
九
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
六
三
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
昭
和
五
十
九
年
六
月
一
日
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付

け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
〇
年
六
月
七
日
政
令
第
一
六
九
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
六
月
一
日
以
後
に
災
害

に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
六
月
一
〇
日
政
令
第
二
〇
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
六
月
一
日
以
後
に
災

害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
六
日
政
令
第
三
八
六
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
一
年
七
月
十
日
以

後
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
二
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
八
一
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
六
三
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一
七
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
元
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一
六
〇
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
元
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
年
六
月
八
日
政
令
第
一
四
五
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
年
六
月
一
日
以
後
に
災
害
に

よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
八
七
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
年
九
月
二
六
日
政
令
第
三
一
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
第
一
条
の
二
の
規
定
は
平
成
三
年
六
月
三
日
以
後
に
生
じ

た
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
改
正
後
の
第
二
条
の
二
の
規

定
は
当
該
災
害
に
よ
り
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
住
民
に
対
す
る
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
に
つ
い
て
、
改

正
後
の
第
五
条
及
び
第
七
条
第
一
項
の
規
定
は
同
年
五
月
二
十
六
日
以
後
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
四
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
八
五
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
五
年
五
月
二
八
日
政
令
第
一
七
九
号
）
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１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
五
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
四
条
の
改
正
規
定
は
、
平
成
六
年
四
月
一

日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
平
成
五
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸

付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
　
平
成
六
年
五
月
三
十
一
日
以
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸

付
け
に
つ
い
て
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
第
四
条
の
規
定
が
適
用
さ
れ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
中
「
総
所

得
金
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
総
所
得
金
額
（
地
方
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
四
年
法
律
第
五
号
）
に

よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
当
該
規

定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
な
い
も
の
と
し
て
算
定
し
た
同
法
第
三
百
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
総
所
得
金
額
）
」

と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
六
年
五
月
二
七
日
政
令
第
一
四
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
六
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
七
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
四
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各

号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
及
び
二
　
略

三
　
附
則
第
十
七
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
九
条
及
び
第
十
条
の
規
定
　
平
成
九
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
七
年
五
月
二
六
日
政
令
第
二
二
四
号
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
七
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
八
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
七
条
の
十
四
の
三
の
改
正
規
定
、
第

四
十
九
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定
、
第
五
十
二
条
の
四
の
改
正
規
定
及
び
第
五
十
二
条
の
十
の
十
二
の
次
に
一

条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
六
条
の
三
第
一
項
、
第
十
六
条
の
四
第
一
項
、
第
十
七
条
第
一
項
及
び

第
二
項
並
び
に
第
十
七
条
の
三
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
八
条
の
改
正
規
定
（
同

条
第
四
項
の
改
正
規
定
中
「
同
条
第
六
項
」
を
「
同
条
第
七
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
三

条
第
二
項
、
第
六
項
及
び
第
十
項
、
第
八
条
並
び
に
第
九
条
の
規
定
は
、
平
成
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
八
年
五
月
三
一
日
政
令
第
一
六
六
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
八
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
九
年
五
月
三
〇
日
政
令
第
一
七
九
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
九
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
〇
年
五
月
二
九
日
政
令
第
一
八
八
号
）

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
二
年
六
月
七
日
政
令
第
三
〇
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
内
閣
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十
八
号
）
の
施
行
の
日
（
平
成
十

三
年
一
月
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
四
年
五
月
二
四
日
政
令
第
一
八
二
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
四
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
六
月
一
日
政
令
第
一
九
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
母
子
及
び
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
六
条
　

３
　
被
害
を
平
成
十
七
年
五
月
ま
で
に
受
け
た
場
合
に
お
け
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
一
月
五
日
政
令
第
一
号
）

こ
の
政
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該

各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
か
ら
三
ま
で
　
略

四
　
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
令
第
七
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
九
の
二
を
同
令
第
七
条
の
九
の
三

と
し
、
同
令
第
七
条
の
九
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
一
及
び
第
七
条
の
十
三
の
三

の
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
六
の
二
を
削
る
改
正
規
定
、
同
令
第
七
条
の
十
七
、
第
七
条
の
十
八
、
第
八

条
の
三
、
第
九
条
の
十
四
、
第
九
条
の
十
五
第
一
項
、
第
九
条
の
十
八
、
第
九
条
の
十
九
第
一
項
、
第
九
条
の

二
十
二
、
第
九
条
の
二
十
三
第
一
項
、
第
三
十
八
条
第
一
号
及
び
第
四
十
六
条
の
二
か
ら
第
四
十
六
条
の
三
ま

で
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
八
条
の
三
及
び
第
四
十
八
条
の
三
の

二
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
第
四
十
八
条
の
三
の
三
と
し
、
同
令
第
四
十
八
条
の
三
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
八
条
の
五
の
二
及
び
第
四
十
八
条
の
六
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る

改
正
規
定
、
同
令
第
四
十
八
条
の
七
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
三
に
規

定
す
る
事
由
の
範
囲
」
を
「
第
三
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
五
号
の
三
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
保
険
料
又

は
掛
金
」
に
改
め
る
部
分
及
び
「
第
七
条
の
十
五
の
七
第
一
号
」
を
「
第
七
条
の
十
五
の
七
」
に
改
め
、
「
、

同
条
第
二
号
中
「
法
第
三
十
四
条
第
八
項
第
二
号
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八
項
第
二
号
」

と
」
を
削
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
同
令
第
四
十
八
条
の
八
、
第
四
十
八
条
の
九
及
び
第
四
十
八
条
の
九
の

三
か
ら
第
四
十
八
条
の
九
の
六
ま
で
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
四
条
か
ら
第
四
条
の
四
ま
で
の
改
正
規

定
、
同
令
附
則
第
五
条
の
次
に
二
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
第

四
十
二
条
の
四
第
十
一
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
四
第
十
項
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
、
同
条
を
同
令
附
則

第
五
条
の
四
と
す
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
五
条
の
二
の
二
の
表
第
四
十
八
条
の
十
の
項
、
第
四
十
八
条
の

十
一
の
二
第
一
項
の
項
、
第
四
十
八
条
の
十
一
の
六
第
一
項
の
項
、
第
四
十
八
条
の
十
一
の
九
第
一
項
の
項
及

び
第
四
十
八
条
の
十
一
の
十
二
第
一
項
の
項
の
改
正
規
定
、
同
条
を
同
令
附
則
第
五
条
の
五
と
す
る
改
正
規

定
、
同
令
附
則
第
六
条
の
二
を
削
り
、
同
令
附
則
第
六
条
の
二
の
二
を
同
令
附
則
第
六
条
の
二
と
す
る
改
正
規

定
、
同
令
附
則
第
十
六
条
の
三
及
び
第
十
七
条
の
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
十
七
条
の
二
第
一
項
の
改
正
規
定

（
「
第
二
十
条
の
二
第
十
九
項
の
」
を
「
第
二
十
条
の
二
第
二
十
一
項
の
」
に
改
め
る
部
分
及
び
同
項
第
一
号
の

改
正
規
定
を
除
く
。
）
、
同
条
に
三
項
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
十
七
条
の
二
の
二
及
び
第
十
七
条
の

3



三
の
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
十
八
条
の
二
の
改
正
規
定
（
同
条
第
二
項
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第
三
項
各
号
」

を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
同
令
附
則
第
十
八
条
の
三
の
改
正
規
定
（
同
条

第
三
項
の
改
正
規
定
（
「
同
条
第
三
項
各
号
」
を
「
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
を
除
く
。
）
、
同

令
附
則
第
十
八
条
の
四
か
ら
第
十
八
条
の
六
ま
で
の
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
十
八
条
の
六
の
二
を
削
る
改
正

規
定
、
同
令
附
則
第
十
八
条
の
七
、
第
十
八
条
の
七
の
二
及
び
第
十
九
条
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
一
条
を

加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
二
十
条
及
び
第
二
十
一
条
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
第
三
項
か

ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
八
項
か
ら
第
十
項
ま
で
、
第
十
条
か
ら
第
十
二
条
ま
で
、
第
十
四
条
並
び
に
第
十
六
条

の
規
定
　
平
成
十
九
年
四
月
一
日

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
三
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
政
令
第
五
七
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
五
年
九
月
二
六
日
政
令
第
二
八
五
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施

行
の
日
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
第
七
条
の
規
定
の
施
行
前
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
死
亡
し
た
住
民
の
遺
族
に
対
す
る
災
害
弔
慰
金
の
支

給
、
当
該
災
害
に
よ
り
負
傷
し
又
は
疾
病
に
か
か
っ
た
住
民
に
対
す
る
災
害
障
害
見
舞
金
の
支
給
及
び
当
該
災
害

に
よ
り
被
害
を
受
け
た
世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
、
第
二
条
並
び
に
第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
五
月
二
五
日
政
令
第
二
二
六
号
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
十
五
号
。
次
条
第
二
項

及
び
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い
て
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
一
条
第
五
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日

か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
一
条
中
外
国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係
る
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得

税
等
の
非
課
税
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
一
条
を
同
令
第
三
十
五
条
と
し
、
同
条
の
前
に
一
章
及
び
章
名
を
加
え

る
改
正
規
定
（
第
三
十
三
条
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
は
、
平
成
三
十
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
外
国
人
等
の
国
際
運
輸
業
に
係
る
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
に
関
す
る
法
律
施
行

令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
二
条
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
か
ら
平
成
二
十
九

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互

主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
外
国
居
住
者
等
所
得
相

互
免
除
法
施
行
令
」
と
い
う
。
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
第
六
十
六

条
の
四
第
二
十
一
項
第
一
号
又
は
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の

四
第
十
七
項
第
一
号
又
は
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
一
号
」
と
、
同
項
第
三
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四

第
二
十
一
項
第
三
号
又
は
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十

七
項
第
三
号
又
は
第
六
十
八
条
の
八
十
八
第
十
八
項
第
三
号
」
と
す
る
。

２
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
施
行
令
第

三
十
一
条
第
一
項
（
内
国
法
人
及
び
外
国
法
人
で
あ
る
外
国
居
住
者
等
（
改
正
法
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
三
号
に

規
定
す
る
外
国
居
住
者
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
施
行
令
第
三
十
一
条
第
一
項
の
表
前
条
第
一
項
第
一
号
の
項
中

「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
一
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
一
号
」
と
、
「
第
六
十

六
条
の
四
の
三
第
十
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
一
項
」
と
、
「
第
六
十
七
条
の
十
八
第

十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
項
」
と
、
「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
三
項
」
と
あ
る

の
は
「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
項
」
と
、
同
表
前
条
第
一
項
第
三
号
の
項
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十

一
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の
四
第
十
七
項
第
三
号
」
と
、
「
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
四
項
」

と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
一
項
」
と
、
「
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第

六
十
七
条
の
十
八
第
十
項
」
と
、
「
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の
百
七

の
二
第
十
項
」
と
し
、
施
行
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
同
条
第
一
項
（
居
住
者
及
び
非

居
住
者
で
あ
る
外
国
居
住
者
等
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
表
前
条
第
一
項
第
一

号
の
項
中
「
第
四
十
条
の
三
の
三
第
十
六
項
第
一
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
条
の
三
の
三
第
十
二
項
第
一
号
」

と
、
「
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
一
条
の
十
九
の
五
第
十
項
」
と
す
る
。

３
　
施
行
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
施
行
令
第

三
十
二
条
第
七
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
一
号
中
「
第
六
十
六
条
の
四
第
二
十
一
項
第
一
号
（
同

法
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
四
項
及
び
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
六
条
の
四
第

十
七
項
第
一
号
（
同
法
第
六
十
六
条
の
四
の
三
第
十
一
項
及
び
第
六
十
七
条
の
十
八
第
十
項
」
と
、
「
第
六
十
八

条
の
八
十
八
第
二
十
二
項
第
一
号
（
同
法
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
八
条
の

八
十
八
第
十
八
項
第
一
号
（
同
法
第
六
十
八
条
の
百
七
の
二
第
十
項
」
と
す
る
。

（
所
得
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
所
得
税
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
所
得
税
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
百
七
十
条
の
三
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
一

月
一
日
（
施
行
日
が
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
日
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
条
に
お
い
て

「
適
用
開
始
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
生
ず
る
同
号
に
掲
げ
る
事
由
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
開
始
日
前
に
生
じ
た

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
施
行
令
第
百
七
十
条
の
三
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
事
由
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
所
得
税
法
施
行
令
第
二
百
二
十
二
条
の
二
第
四
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
二
百
二
十
五
条
の

二
第
一
項
及
び
第
二
百
九
十
二
条
の
九
第
二
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
の
属
す

る
年
の
翌
年
（
施
行
日
が
平
成
二
十
九
年
一
月
一
日
で
あ
る
場
合
に
は
、
同
年
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
適
用

開
始
年
」
と
い
う
。
）
分
以
後
の
所
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
適
用
開
始
年
分
前
の
所
得
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
人
税
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
四
条
　
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
法
人
税
法
施
行
令
（
次
項
に
お
い
て
「
新
法
人
税
法
施
行
令
」
と
い

う
。
）
第
百
四
十
二
条
の
二
第
七
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
八
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
、
第
百
四
十
五
条
の
二
第
一
項
、
第
百
五
十
五
条
の
二
十
七
第
六
項
（
第
五
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第

百
九
十
五
条
第
五
項
（
第
二
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
第
二
百
三
条
の
規
定
は
、
法
人
（
法
人
税
法
第

二
条
第
八
号
に
規
定
す
る
人
格
の
な
い
社
団
等
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
適
用
開
始
日
以
後

に
開
始
す
る
事
業
年
度
の
所
得
に
対
す
る
法
人
税
及
び
連
結
法
人
の
適
用
開
始
日
以
後
に
開
始
す
る
連
結
事
業
年

度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
法
人
の
適
用
開
始
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
の
所
得
に

対
す
る
法
人
税
及
び
連
結
法
人
の
適
用
開
始
日
前
に
開
始
し
た
連
結
事
業
年
度
の
連
結
所
得
に
対
す
る
法
人
税
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

２
　
新
法
人
税
法
施
行
令
第
二
百
十
一
条
の
規
定
は
、
適
用
開
始
日
以
後
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
法
人
税
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
場
合
に
つ
い
て

適
用
し
、
適
用
開
始
日
前
に
改
正
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
法
人
税
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
又
は
第

二
項
に
規
定
す
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
と
な
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
税
通
則
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
　
国
税
通
則
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
申
告
納
税
等
）
（
」
の
下
に
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得

税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
条
第
七
項
（
事
業
か
ら
生
ず
る
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所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
等
）
（
同
法
第
十
一
条
第
六
項
（
国
際
運
輸
業
に
係
る
所
得
に
対

す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の
非
課
税
）
、
第
十
五
条
第
十
二
項
（
配
当
等
に
対
す
る
源
泉
徴
収
に
係
る
所
得
税
の

税
率
の
特
例
等
）
又
は
第
十
九
条
第
六
項
（
資
産
の
譲
渡
に
よ
り
生
ず
る
所
得
に
対
す
る
所
得
税
又
は
法
人
税
の

非
課
税
）
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
」
を
、
「
該
当
す
る
給
与
若
し
く
は
報
酬
又
は
」
の
下
に

「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第
七
項
に

規
定
す
る
第
三
国
団
体
対
象
事
業
所
得
、
同
法
第
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
第
三
国
団
体
対
象
国
際
運
輸
業
所

得
、
同
法
第
十
五
条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
第
三
国
団
体
対
象
配
当
等
若
し
く
は
同
法
第
十
九
条
第
六
項
に
規
定

す
る
第
三
国
団
体
対
象
譲
渡
所
得
若
し
く
は
」
を
、
「
そ
の
給
与
若
し
く
は
報
酬
又
は
」
の
下
に
「
第
三
国
団
体

対
象
事
業
所
得
、
第
三
国
団
体
対
象
国
際
運
輸
業
所
得
、
第
三
国
団
体
対
象
配
当
等
若
し
く
は
第
三
国
団
体
対
象

譲
渡
所
得
若
し
く
は
」
を
加
え
る
。

（
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の

一
部
改
正
）

第
六
条
　
内
国
税
の
適
正
な
課
税
の
確
保
を
図
る
た
め
の
国
外
送
金
等
に
係
る
調
書
の
提
出
等
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
平
成
九
年
政
令
第
三
百
六
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
の
二
第
五
項
中
第
十
五
号
を
第
二
十
一
号
と
し
、
第
十
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
六
号
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
九
号
の
次
に
次
の
六
号
を
加
え
る
。

十
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十

七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
七
条
第
八
項
後
段
（
同
法
第
十
一
条
第
七
項
又
は
第
十
五
条
第
十
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
　
同
法
第
七
条
第
八
項
（
同
法
第
十
一
条
第
七
項
又
は
第
十
五
条

第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
申
告
不
要
第
三
国
団
体
対
象
配
当
等
に
係
る

利
子
所
得
の
金
額
又
は
配
当
所
得
の
金
額

十
一
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第

十
項
後
段
（
同
法
第
十
一
条
第
八
項
又
は
第
十
五
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
　
同
法
第
七
条
第
十
項
（
同
法
第
十
一
条
第
八
項
又
は
第
十
五
条
第
十
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
対
象
利
子
に
係
る
利
子
所
得
の
金
額

十
二
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第

十
二
項
後
段
（
同
法
第
十
一
条
第
九
項
又
は
第
十
五
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
　
同
法
第
七
条
第
十
二
項
（
同
法
第
十
一
条
第
九
項
又
は
第
十
五
条
第
十
五
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
対
象
収
益
分
配
に
係
る
配
当
所
得
の
金
額

十
三
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第

十
四
項
後
段
（
同
法
第
十
一
条
第
十
項
又
は
第
十
五
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
　
同
法
第
七
条
第
十
四
項
（
同
法
第
十
一
条
第
十
項
又
は
第
十
五
条
第
十
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
申
告
不
要
特
定
対
象
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
の
金
額
又
は
配
当
所
得
の
金
額

十
四
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第

十
六
項
後
段
（
同
法
第
十
一
条
第
十
一
項
又
は
第
十
五
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
　
同
法
第
七
条
第
十
六
項
（
同
法
第
十
一
条
第
十
一
項
又
は
第
十
五
条
第
十
七
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
対
象
懸
賞
金
等
に
係
る
一
時
所
得
の
金
額

十
五
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
七
条
第

十
八
項
後
段
（
同
法
第
十
一
条
第
十
二
項
又
は
第
十
五
条
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
規
定
　
同
法
第
七
条
第
十
八
項
（
同
法
第
十
一
条
第
十
二
項
又
は
第
十
五
条
第
十
八
項
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
定
対
象
給
付
補
塡
金
等
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額

（
健
康
保
険
法
施
行
令
及
び
船
員
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
　
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
す
べ
て
」
を
「
全
て
」
に
改
め
、
「
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項

の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相

互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項

（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

一
　
健
康
保
険
法
施
行
令
（
大
正
十
五
年
勅
令
第
二
百
四
十
三
号
）
第
四
十
二
条
第
三
項
第
四
号

二
　
船
員
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
四
十
号
）
第
九
条
第
三
項
第
四
号

（
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
　
国
税
収
納
金
整
理
資
金
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
二
十
九
年
政
令
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
十
五
号
中
「
第
二
十
六
条
の
十
四
第
一
項
（
」
の
下
に
「
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主

義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
二
百
二
十
七
号
）
第
十
七
条

第
六
項
及
び
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

二
十
　
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
二
十
二
条
第
二
項
（
同
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
る
還
付
金
又
は
同
法
第
三
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
別
過
誤
納
金
若
し
く
は
同
条

第
二
項
に
規
定
す
る
延
滞
税
過
誤
納
相
当
額
、
不
納
付
加
算
税
過
誤
納
相
当
額
若
し
く
は
重
加
算
税
過
誤
納

相
当
額

（
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
　
国
民
健
康
保
険
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

二
十
七
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び

第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に

規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

第
二
十
九
条
の
七
第
五
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非

課
税
等
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

（
国
民
年
金
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
　
国
民
年
金
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
四
年
政
令
第
百
八
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
一
項
中
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す

る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
外

国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
」
と
い
う
。
）
第
八
条
第
二
項
（
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
十
二
条
第

五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等

の
額
、
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
八
条
第
四
項
（
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
十
二
条
第
六
項

及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」

を
加
え
る
。

第
六
条
の
十
一
及
び
第
六
条
の
十
二
第
一
項
中
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
の
下
に
「
、
外
国
居

住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

（
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
等
の
一
部
改
正
）

第
十
一
条
　
次
に
掲
げ
る
政
令
の
規
定
中
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の

所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四

号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に

規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

一
　
児
童
扶
養
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
四
百
五
号
）
第
四
条
第
一
項

二
　
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
九
年
政
令
第
二
百
二
十
四
号
）
第
三
十
四
条
第

二
項
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三
　
児
童
手
当
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項

四
　
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
七
十
四
号
）
第
四
条

五
　
特
別
児
童
扶
養
手
当
等
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
五
十
年
政
令
第
二
百
七
号
）
第
五
条
第
一
項

六
　
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
昭
和
六
十
一
年
政
令

第
五
十
四
号
）
第
五
十
二
条
第
一
項
の
表
第
六
条
の
二
第
一
項
の
項

七
　
特
定
障
害
者
に
対
す
る
特
別
障
害
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
七
年
政
令
第
五
十
六

号
）
第
四
条
第
一
項

（
介
護
保
険
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
　
介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
十
年
政
令
第
四
百
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
二
条
の
二
の
二
第
五
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の

非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及

び
第
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条

第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特

例
適
用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

（
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
　
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
第
一
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適

用
後
の
金
額
）
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
八
条
第
二
項
（
同
法
第
十
二
条
第
五
項
及
び
第
十
六
条
第

二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用

利
子
等
の
額
、
同
法
第
八
条
第
四
項
（
同
法
第
十
二
条
第
六
項
及
び
第
十
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
同
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
を
加
え
る
。

第
十
八
条
第
四
項
第
一
号
中
「
附
則
第
三
十
五
条
の
四
の
二
第
七
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

適
用
後
の
金
額
）
」
の
下
に
「
、
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に
対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に

関
す
る
法
律
第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
、
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

の
額
」
を
加
え
る
。

附
　
則
　
（
平
成
三
一
年
一
月
三
〇
日
政
令
第
一
六
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
項
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
生
じ
た
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
た

世
帯
の
世
帯
主
に
対
す
る
災
害
援
護
資
金
の
貸
付
け
に
つ
い
て
は
、
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
弔
慰
金
の

支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
八
条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第

二
項
中
「
第
十
条
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
九
条
」
と
す
る
。

３
　
こ
の
政
令
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
九
条
の
規
定
は
、
同
条
の
規
定

に
よ
る
違
約
金
の
う
ち
施
行
日
以
後
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
適
用
し
、
当
該
違
約
金
の
う
ち
施
行
日

前
の
期
間
に
対
応
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
七
月
一
九
日
政
令
第
六
一
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
元
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
さ
れ
て
い
る
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
は
、
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
に
よ
る
改
正
後
の
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
さ
れ
た
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
と
み
な
す
。
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